
【事業報告】 

事業名称 モデル契約条項の連携支援団体設立 

補助事業者 株式会社ＶＳＩ都市開発 

連携先 
前橋市社会福祉課、前橋市社会福祉協議会、前橋市地域包括支援センター、伊勢

崎市建築住宅課、伊勢崎市社会福祉課、有限会社オフィスコウセイ、株式会社メ

モリアル、行政書士法人前橋許認可事務所 

対象地域 群馬県前橋市、伊勢崎市、高崎市、桐生市、渋川市、吉岡町、玉村町 

事業概要 連携支援団体設立と連携・協賛団体網の構築、関係機関へのモデル契約条項の周

知、モデル契約条項の説明による大家への理解促進と入居付けの成功。 

成  果 

１．連携支援団体「死後事務の相談窓口」の設立 
２．団体ホームページ及びリーフレットの製作 
３．賃貸物件入居中高齢者へのモデル契約条項等ヒアリング 
４．モデル契約条項を活用した死後事務委任契約締結による入居先契約 ４件 

成果の公表方法 新規製作したホームページ（https://shigojimu-soudan.org/）にて公表 

今後の課題 大家と不動産管理会社への周知と理解促進による入居承認率の向上 

 
１．事業の背景及び目的 

本事業の趣旨のとおり高齢者への入居審査は非常に厳しく、モデル契約条項を周知するだけで

は現実に各業者や賃貸人、相続人への手配や連絡の手間などから不十分と考える。また、各事業

者や居住支援法人が独立した活動状態では情報共有や連携に懸念がある。よって、不動産会社、

居住支援法人、残置物処理業者、物件オーナー、保険会社、行政機関でのモデル契約条項連携支

援団体を立ち上げ、協力を求めながらモデル契約条項の理解と周知を兼ねた営業・ヒアリングを

本事業で行い、実行性の高い団体の設立を当社所在地である群馬県内で目指し、その他の地域で

設立する団体へ情報共有と支援を行う。 

 
２．事業の内容 
（１）事業の概要 
   １．連携支援団体「死後事務の相談窓口」の設立 

２．団体ホームページ及びリーフレットの製作 
３．賃貸物件入居中高齢者へのモデル契約条項等ヒアリング 
４．モデル契約条項を活用した死後事務委任契約締結による入居先契約 

 
（２）事業の手順 
 始めに居住支援法人である当社が相談元になるという前提のもと、残置物処理業者、受任者と

なる法律系士業に対して団体参加要請を行った。各団体１社ずつの参加承諾を得られたためスキ

ームの検討を始め、設立団体である「死後事務の相談窓口」スキームを策定した。本スキームに

ついて行政機関や社会福祉協議会、不動産会社、物件オーナー等へ内容説明と協議を行い、実際

にモデル契約条項を活用した死後事務委任契約について、伊勢崎市役所内で賃貸借契約と同時に

締結した。その後に賃貸物件入居中の高齢者に対して当団体スキームについてヒアリングを行い、

批判的な意見がほとんど無かったため同内容にてホームページとリーフレットを作成した。 
  



 
 
 
（３）事業の詳細 
１．死後事務の相談窓口設立 
 参加団体は現在４社となり、周知活動により行政等に対してもモデル契約条項による死後事務

委任契約の有用性を伝えることができた。行政機関から当団体のモデル契約条項活用スキームに

ついての内容や、関係機関への説明依頼等が２件あった。 
 
２．死後事務の相談窓口ホームページ及びリーフレット作成 
 ホームページ及びリーフレットは、関係法令に関する内容を極力簡易な言葉にかえて説明する

内容にした。居住支援相談者だけでなく、行政機関や福祉団体の担当者にもすぐに分かる内容で

モデル契約条項の周知を促す。 
 
３．賃貸物件入居中高齢者へのヒアリング 
 当社管理物件に入居中の高齢者４１名に対してヒアリング調査を行った。内容は、当設立団体

の策定したスキーム（モデル契約条項と家財保険の活用）について、家財保険費用等の負担と賃

貸借契約解除及び残置物処理のメリットについての率直な意見を募るものとした。 
 
４．モデル契約条項を活用した入居先契約 
 当団体策定スキームによるモデル契約条項を活用した死後事務委任契約の締結にて入居先が決

まった居住支援相談者は４名となった。物件オーナーへのモデル契約条項を含む支援内容を説明

し、不安が軽減したため高齢者入居の許可となった。入居先が決まらず困っていた相談者と支援

者が喜んでくれたため、モデル契約条項を更に周知していくことで入居先に悩む高齢者を無くす

ことができると確信した。 
 
 
 



 
（４）成果 
１．連携支援団体「死後事務の相談窓口」の設立 
 設立に伴い「当団体スキーム」を策定した。内容としては第一の柱として、委任者の意向を踏

まえて、モデル契約条項の受任者業務である残置物リストに掲載された動産の「送付」業務のみ

削除した。これは、動産損傷等リスクや大型物品の搬送費を懸念したためであり、トランクルー

ム等倉庫に移動保管する形が最も安価でリスクが少ないとの結論に至ったためである。当社が居

住支援法人として受ける相談の大多数が低額所得者であるため費用負担を限界まで下げる必要が

あり、同時に、受任者の負担とリスクを抑えるための内容とした。 
 

第二の柱として、賃貸人または入居物件管理会社による代理請求が可能な家財保険を活用する。

これにより残置物処理費用を保険対応にて賄える形となり、残置物処理費用の見積りを相続開始

後にすることで残置物処理業者が事前に無償で行う必要が無くなり依頼しやすい。また、低額所

得者等の残置物処理費用の事前預りが難しい相談者に対しても提案可能となった。ただし、賃貸

人または入居物件管理会社による代理請求が可能な保険商品でなければ相続人を探して請求依頼

することになるため保険を探す際は注意する。 
 

 

 ▲設立団体「死後事務の相談窓口」ホームページ 



 
２．団体ホームページ及びリーフレットの製作 
 製作したリーフレットは三つ折りタイプで、デザインは以下の通り。 

 ▲死後事務の相談窓口リーフレット（オモテ） 

 ▲死後事務の相談窓口リーフレット（ウラ） 



 
 当団体で使用する相談者入居前ヒアリングシートも作成した。今までの居住支援法人としての

相談経験と、賃貸物件入居中高齢者へのヒアリング時に使用したものを改良して作成した。 
 

 ▲相談時に使用する「死後事務の相談窓口」ヒアリングシート    
 
 



 
３．賃貸物件入居中高齢者へのモデル契約条項等ヒアリング 
 当団体スキームについて、家財保険費用等の負担と賃貸借契約解除及び残置物処理のメリット

について４１名に対してヒアリング調査を行った。スキーム内容をまず説明し、その後に以下の

条件での意見をヒアリングした。 
 
  ①入居先が見つからない時、当団体スキームにより入居先が決まる場合。 
  ②賃貸中である現在の状況で当団体スキームを契約する場合。 
 
 ①の場合は、４１名全員が当団体スキームを契約したいとの結果になった。入居先決定のメリ

ットがあるため当然と思われるが、費用の額が生活保護受給者であっても支払うことができる範

囲に収まっていることが大きな要因の一つだった。 
 ②の場合は、５名が契約したい、２８名が検討したい、８名が契約しないという結果になった。

契約したいと答えた５名については締結にむけて進めているが、当社管理物件に入居中であるた

め本事業成果としてカウントしていない。契約しないと答えた８名については、入居中のためメ

リットが薄く費用負担を増やしたくないという意見だ。ただし、何らかの事情で転居を余儀なく

された場合は契約したいと答えた。同様に、検討したいと答えた２８名も入居中のためメリット

と費用負担を考えての意見となった。 
 
 以上のヒアリング結果から、居住支援法人として受ける相談者は入居先に困っている者である

ため有効な方法であると考える。 
 
 
４．モデル契約条項締結による入居先契約 
 本事業期間中の居住支援相談者で、当団体スキームによるモデル契約条項締結にて入居先契約

に至ったのは４名となった。相談者属性は以下の通り。 
 
① 67 歳・男性 低額所得者、高齢者、精神障がい者 前橋市内物件にて入居契約。 
② 76 歳・女性 低額所得者、高齢者 前橋市内物件にて入居契約。 
③ 66 歳・男性 低額所得者、高齢者、出所者 前橋市内物件にて入居契約。 
④ 56 歳・男性 低額所得者、身体障がい者 前橋市内物件にて入居契約、高齢者で

はないが相続人がいないため契約。 
 
 
３．評価と課題  
（１）評価 
 当事業において設立した団体は、居住支援法人、不動産会社、行政書士法人、残置物処理業者

の参加となり、実際に当団体スキームによるモデル契約条項を活用した死後事務委任契約の締結

に至った。相続発生後の業務に関しても現状の参加団体で行うことができるため基盤は固まった。

ホームページについては、より内容を充実させて入居の悩みを抱える相談者から問い合わせがく

るよう更新していく。リーフレットは現在手渡しに留まっており、今後は行政窓口等に置いても

らい居住支援相談者の手に渡るよう協議していく。 
 
（２）今後の課題 
 今回の当事業において当団体スキームによる死後事務委任契約の締結は、居住支援相談者への

入居付けに効果があった。次年度以降は大家と不動産管理会社への周知を広げ、理解促進による



入居許可率の向上を目指していきたい。 
 
４．今後の展開 
 当事業にて設立した支援団体において、より支援範囲を拡大できるよう協力団体を増やしてい

く。また、大家と不動産会社に対して理解を更に促すために引き続き説明を継続する。相談に来

る高齢者の方が入居先に困らない環境を整備することを目標として活動を継続していく。 
 
 
【補助事業者の概要及び担当者名等】 

団体設立年月日 平成２８年９月３０日 

代表者名 代表取締役 伊澤 伸人 

担当者名 廣井 慈 

連絡先 
住所 群馬県前橋市南町三丁目５０番地２ プラザアン２階Ｃ 

電話 ０２７－２２６－５５７７ 

ホームページ https://vsi-estate.co.jp/ 

 


